
款 項 目

3 1 1

Ⅰ：事業概要

Ⅱ：個別事業内訳 （単位：千円）

- 

合計 448,090 232,017 0 0 216,073 48%

 - - - - - - 

- 

 - - - - - - - 

 - - - - - - 

- 

 - - - - - - - 

 - - - - - - 

48%

 - - - - - - - 

国民健康保険特別会計繰出金 448,090 232,017 0 0 216,073

事業内容

根拠法令等に基づき、一般会計から国民健康保険特別会計へ繰り出す。
○保険基盤安定繰出金（保険税軽減分）
　低所得者に係る均等割・平等割軽減分（7割・5割・2割）を繰り出す。
○保険基盤安定繰出金（保険者支援分）
　低所得者の多い保険者を支援し、中間所得者層を中心に保険税負担を軽減するもので、軽減対象と
  なった被保険者数に応じて、平均保険税額の一定割合を繰り出す。
○子ども均等割軽減繰出金
  未就学児の均等割5割軽減分を繰り出す。
○産前産後軽減繰出金
　産前産後の母親の所得割、均等割軽減分を繰り出す。
○財政安定化支援事業繰出金
　国保に低所得者や高齢者が多いことによる影響（税・医療費）を勘案して算定した額を繰り出す。
○事務費費等繰出金
　国保事務に要する経費のうち、国庫補助対象を除いた額を繰り出す。
○その他繰出金
　・福祉医療波及分として、福祉医療実施による国庫負担金等の減額部分を繰り出す。
　・特定健診・保健指導経費のうち、国単価による基礎額を超える部分を繰り出す。

●予算の内訳
○国民健康保険特別会計繰出金　448,089千円
○国民健康保険特別会計繰出金前年度精算分　１千円

事業の目標 保険税負担を抑制し、国民健康保険財政の安定的な運営を図ること。

財源内訳
一般財源
の割合

事業名
国県支出金 地方債 その他 一般財源

予算額

社会福祉総務費 118

施策事業名 国民健康保険特別会計繰出金

事業目的
国民健康保険制度の財源は被保険者の負担する保険税と国庫負担等で賄うことが原則とされている
が、高齢者や低所得者等が多く、財政基盤が脆弱であるという構造的な課題があるため、保険者であ
る市が財源の一部を一般会計から特別会計へ繰り出すことにより安定化を図る。

令和８年度　予算説明書

予算 部局名 健康福祉部

課　名 保険年金課
予算書(P)目名
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Ⅱ：個別事業内訳 （単位：千円）

令和８年度　予算説明書

予算 部局名 健康福祉部

課　名 保険年金課
予算書(P)目名

国民年金費 130

施策事業名 国民年金

事業目的
●国民年金法に基づく法定受託事務の遂行
●年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づく市町村での事務の遂行

事業内容

●全体計画
　○日本年金機構事務センター及び年金事務所と連携し、法定受託事務を行う。

●事業内容
　○各法や事務処理基準に定められた法定受託事務（被保険者の国民年金１号資格取得、国民年金保
　　険料免除申請の受付、年金生活者支援給付金申請の受付、世帯及び所得状況の提供）を年金事務
　　所と連携し、適切な事務や回答を行う。
　○年金事務所と連携し、年金制度や請求等に関する相談業務を行う。

●予算の内訳
　○普通旅費　　　　　　　　　　　　8千円
　○消耗品費　　　　　　　　　　　203千円
　○通信運搬費　　　　　　　　　　 95千円
　○愛知県都市国民年金協議会負担金　4千円

事業の目標

●法定受託に伴う事業については、業務全般を滞りなく進める。
●国民年金資格取得時に一般免除や学生特例の申請の説明を行い、未納者を作らないように対応す
　る。
●法定受託以外の業務については年金事務所と連携し、一括納付や口座振替の推進を行い、納付率
　の低下を防ぐ。
●年金生活者支援給付金制度の対象者に対し、受付等の事務を適正に行う。

財源内訳
一般財源
の割合

事業名
国県支出金 地方債 その他 一般財源

予算額

0%

 - - - - - - - 

国民年金事務 310 310 0 0 0

- 

 - - - - - - - 

 - - - - - - 

- 

 - - - - - - - 

 - - - - - - 

- 

合計 310 310 0 0 0 0%

 - - - - - - 
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20%

合計 876,698 267,799 0 138,588 470,311 54%

未熟児養育医療助成 4,796 2,829 0 1,022 945

81%

後期高齢者福祉医療助成 176,605 79,836 0 0 96,769 55%

精神障害者医療助成 91,056 17,680 0 0 73,376

47%

母子父子家庭医療助成 41,879 20,939 0 0 20,940 50%

子ども医療助成 399,494 72,212 0 137,566 189,716

87%

障害者医療助成 143,773 71,886 0 0 71,887 50%

福祉医療助成事務 19,095 2,417 0 0 16,678

事業内容

●全体計画
　○医療費の自己負担分を条例、規則に基づき助成する。

●事業内容
　○各福祉医療受給者証交付申請書を受付審査し、受給者証を交付する。
　○医療に要する額から保険等で給付される額を控除し、残りの本人負担額の全額又は一部を助成
　　する。

●主な予算の内訳
　○障害者医療費　　　　　143,773千円
　○子ども医療費　　　　　399,494千円
　○母子父子家庭医療費　　 41,879千円
　○精神障害者医療費　　　 91,056千円
　○後期高齢者福祉医療費　176,605千円
　○養育医療費　　　　　　　4,796千円

事業の目標
受給者の経済的な負担軽減等を目的とした福祉医療助成事業について、受給者証の発行等の事務を円
滑に実施する。

財源内訳
一般財源
の割合

事業名
国県支出金 地方債 その他 一般財源

予算額

福祉医療助成費 130

施策事業名 福祉医療助成

事業目的
医療費の自己負担分を助成することにより、経済的な負担を軽減し、不安なく医療を受けてもらうこ
とを目的とする。

令和８年度　予算説明書

予算 部局名 健康福祉部

課　名 保険年金課
予算書(P)目名
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令和８年度　予算説明書

予算 部局名 健康福祉部

課　名 保険年金課
予算書(P)目名

後期高齢者医療費 134

施策事業名 後期高齢者医療療養給付費負担金

事業目的
高齢者の医療の確保に関する法律第98条に基づき、後期高齢者医療被保険者にかかる療養給付費の一
部を療養給付費負担金として県下市町村が負担し、療養給付の安定を図る。

事業内容

●全体計画
　○根拠法令に基づき、愛知県後期高齢者医療広域連合へ負担金を支出する。

●事業内容
　○後期高齢者医療制度に加入する犬山市の被保険者分の医療給付費の1/12(市負担分)を、広域連合
　　が提示する支払計画に基づき支出する。

●予算の内訳
　○後期高齢者医療療養給付費負担金　963,764千円

事業の目標
国・都道府県・市町村が療養給付費の一部を負担することにより、後期高齢者医療制度を健全に運営
する。

財源内訳
一般財源
の割合

事業名
国県支出金 地方債 その他 一般財源

予算額

100%

 - - - - - - - 

後期高齢者医療給付費負担金 963,764 0 0 0 963,764

- 

 - - - - - - - 

 - - - - - - 

- 

 - - - - - - - 

 - - - - - - 

- 

合計 963,764 0 0 0 963,764 100%

 - - - - - - 
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Ⅱ：個別事業内訳 （単位：千円）

令和８年度　予算説明書

予算 部局名 健康福祉部

課　名 保険年金課
予算書(P)目名

後期高齢者医療費 134

施策事業名 後期高齢者医療特別会計繰出金

事業目的
後期高齢者医療における事務経費等市負担分、低所得者の保険料の軽減分を、高齢者の医療の確保に
関する法律に基づいて一般会計から後期高齢者医療特別会計に繰り出し、後期高齢者医療特別会計の
安定を図る。

事業内容

●全体計画
　○根拠法令に基づき、後期高齢者医療特別会計へ繰り出しする。

●事業内容
　○後期高齢者医療制度に係る市の事務費、広域連合に納入する共通経費、低所得者の保険料の軽
　　減分を、一般会計から後期高齢者医療特別会計に繰出金として支出する。
　○市は、後期高齢者医療制度に加入する被保険者の各種申請、届出業務の受付、制度に関する広
　　報、相談業務、資格確認書の引渡し、広域連合で賦課した保険料の徴収を実施。

●予算の内訳
　○保険基盤安定繰出金　262,211千円
　○事務費繰出金　　　　 25,604千円
　○その他繰出金　　　　 20,892千円

事業の目標
後期高齢者医療特別会計の事務費を一般会計から繰出すことで、後期高齢者医療制度の安定的な運営
を図る。

財源内訳
一般財源
の割合

事業名
国県支出金 地方債 その他 一般財源

予算額

36%

 - - - - - - - 

後期高齢者医療特別会計繰出金 308,707 196,658 0 0 112,049

- 

 - - - - - - - 

 - - - - - - 

- 

 - - - - - - - 

 - - - - - - 

- 

合計 308,707 196,658 0 0 112,049 36%

 - - - - - - 
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Ⅰ：事業概要

Ⅱ：個別事業内訳 （単位：千円）

- 

合計 85,608 0 0 70,636 14,972 17%

 - - - - - - 

- 

 - - - - - - - 

 - - - - - - 

- 

 - - - - - - - 

 - - - - - - 

17%

 - - - - - - - 

後期高齢者保健 85,608 0 0 70,636 14,972

事業内容

●全体計画
　○高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、愛知県後期高齢者医療広域連合からの委託を受け、
　　市が健康診査を実施する。
　○健康診査未受診者、医療機関未受診者等に対し、保健師が訪問するなど、医療機関への受診勧奨
　　や通いの場への案内を行う。

●事業内容
　○後期高齢者医療被保険者の健康診査
　○高齢者の保健事業と介護予防等の一体的実施

●主な予算の内訳
　○薬剤師報償金　　　　　　　　　　　　　　　　　 95千円
　○通信運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　3,028千円
　○手数料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,725千円
　○後期高齢者健康診査委託料　　　　　　　　　 79,106千円
　○特定健診受診票等印刷及び封入封緘業務委託料　1,503千円

事業の目標
生活習慣病の発症・重症化予防、心身の低下防止を通じて、被保険者が長く住み慣れた地域で自立し
た生活を送れるようにする。

財源内訳
一般財源
の割合

事業名
国県支出金 地方債 その他 一般財源

予算額

後期高齢者医療費 134

施策事業名 後期高齢者保健

事業目的
後期高齢者医療被保険者に対する保健事業（健康診査、保健事業と介護予防等の一体的実施）を、効
率的かつ効果的に実施する。

令和８年度　予算説明書

予算 部局名 健康福祉部

課　名 保険年金課
予算書(P)目名



Ⅰ：事業概要

Ⅱ：個別事業内訳 （単位：千円）

100%

合計 5,735,209 3,924,641 0 145,771 1,664,797 29%

予備費【９款】 5,000 0 0 0 5,000

100%

基金積立金【６款】他 3 1 0 0 2 67%

諸支出金【８款】 8,103 0 0 0 8,103

93%

保健事業費【５款】（健康推進課分を除く） 70,414 14,686 0 31,175 24,553 35%

国民健康保険事業費納付金【３款】 1,739,976 58,712 0 69,781 1,611,483

0%

保険給付費【２款】 3,874,336 3,851,242 0 7,438 15,656 0%

総務費【１款】 37,377 0 0 37,377 0

事業内容

●全体計画
　県からの保険給付費等交付金により、被保険者が疾病、負傷した際の保険給付を適切に実施する。
保険給付に必要な県への国民健康保険事業費納付金を国民健康保険税により確保するため、保険税率
について国民健康保険運営協議会へ諮り、答申を踏まえ、税率を改定する。

●主な事業内容
　○被保険者の資格管理  　○保険給付
　○保険税の賦課　　　　　○保健事業の実施

●主な予算の内訳
　○歳入
　　・国民健康保険税　1,321,277千円　・県支出金　3,924,640千円
　○歳出
　　・保険給付費　3,874,336千円　・事業費納付金　1,739,976千円　・保健事業費　70,414千円
　
●主な関係法令等
　○国民健康保険法
　○地方税法
　○犬山市国民健康保険条例・施行規則
　○犬山市国民健康保険税条例・施行規則

事業の目標 事業基金の活用と税負担のバランスを考慮し、国民健康保険財政運営の安定化を図る。

財源内訳
一般財源
の割合

事業名
国県支出金 地方債 その他 一般財源

予算額

346

施策事業名 国民健康保険事業

事業目的
被保険者の疾病や負傷、出産、死亡に関して必要な保険給付を行うなど、国民健康保険事業を適切に
運営する。

国民健康保険特別会計

令和８年度　予算説明書

部局名 健康福祉部

課　名 保険年金課
予算書(P)特別会計名



Ⅰ：事業概要

Ⅱ：個別事業内訳 （単位：千円）

- 

合計 1,981,884 0 0 1,981,883 1 0%

 - - - - - - 

- 

 - - - - - - - 

 - - - - - - 

- 

 - - - - - - - 

 - - - - - - 

0%

 - - - - - - - 

後期高齢者医療特別会計 1,981,884 0 0 1,981,883 1

事業内容

●全体計画
　○被保険者が疾病、負傷、死亡等の際に、適切に保険給付を実施する。保険者は、愛知県後期高齢
　　者医療広域連合であり、市町村では保険料の徴収や申請・届出の受付事務等、窓口業務を行う。

●事業内容
　○被保険者資格管理に関する申請等の受付
　○保険給付に関する申請等の受付
　○保険料の徴収

●主な関係法令等
　○高齢者の医療の確保に関する法律
　○愛知県後期高齢者医療広域連合規約
　○犬山市後期高齢者医療に関する条例・施行規則

●予算の内訳
　○総務費　　　　　　　　　　　　　 20,894千円
　○後期高齢者医療広域連合納付金　1,957,446千円
　○諸支出金　　　　　　　　　　　　　3,543千円
　○予備費　　　　　　　　　　　　　　　　1千円

事業の目標
市民の高齢化に伴い後期高齢者医療保険の被保険者の増加が見込まれる中で、被保険者の疾病、負
傷、死亡等に関して、必要な保険給付を適切に実施する。

財源内訳
一般財源
の割合

事業名
国県支出金 地方債 その他 一般財源

予算額

454

施策事業名 後期高齢者医療特別会計

事業目的 被保険者の疾病、負傷、死亡等に関して必要な保険給付を行う。

後期高齢者医療特別会計

令和８年度　予算説明書

部局名 健康福祉部

課　名 保険年金課
予算書(P)特別会計名


